
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
の

更
新
と
交
付
の
お
知
ら
せ

現
在
お
使
い
の
福
祉
医
療
費
受
給

者
証
は
、
８
月
１
日
か
ら
更
新
さ

れ
ま
す
。（
一
部
受
給
者
を
除
く
）

　

現
在
、
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
で
更
新

が
必
要
な
方
に
は
、
７
月
中
旬
に
申
請
書
を

同
封
し
た
通
知
を
お
送
り
し
ま
す
。

　

お
住
ま
い
の
地
区
で
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

※
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
を
お
持
ち
の

方
は
、
今
年
度
の
更
新
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で

通
知
は
お
送
り
し
ま
せ
ん
。

※
右
の
日
程
以
外
で
の
更
新
、
交
付
の
手
続

　

き
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
忘
れ
ず
に
手
続

　

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
る
必
要
書
類
（
健

　

康
保
険
証
等
）
は
当
日
必
ず
お
持
ち
い
た

　

だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
書
類
が
揃
っ

　

て
い
な
い
と
そ
の
場
で
の
交
付
が
で
き
な

　

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

福
祉
医
療
制
度
に
つ
い
て

医
療
費
の
自
己
負
担
を
補
助
し
ま
す

　

福
祉
医
療
費
助
成
制
度
は
、
乳
幼
児
お
よ

び
小
学
生
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
児
童
等
、
重

度
心
身
障
が
い
（
児
）
者
、
高
齢
身
体
障
が

い
者
の
心
身
の
健
康
保
持
と
生
活
の
安
定
を

は
か
る
た
め
、
医
療
費
の
保
険
適
用
分
の
自

己
負
担
相
当
額
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。
こ

の
制
度
に
か
か
る
費
用
は
、
秋
田
県
と
仙
北

市
が
負
担
す
る
も
の
で
す
。

★

◎
福
祉
医
療
制
度
の
対
象
と
な
る
が
申
請
を

し
た
こ
と
が
な
い
、
受
給
者
証
の
有
効
期
限

が
平
成
25
年
７
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
る

の
に
７
月
中
に
更
新
の
通
知
が
届
か
な
い
、

な
ど
の
方
は
、
８
月
１
日
以
降
に
市
民
課
国

保
年
金
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
／
市
民
課
国
保
年
金
係

（
43
）
３
３
０
７

【
対
象
と
な
る
方
】

対
象
者

対
象
内
容

所
得
制
限
【
所
得
制
限
対
象
者
】

乳
幼
児
お
よ
び
小
学
生

生
ま
れ
た
日
か
ら
小
学
校
修
了
年
度
の
３
月
31
日
ま
で

な
し
（
区
分
わ
け
の
た
め
所
得
確
認
は
必
要
）

【
父
、
母
】

ひ
と
り
親
家
庭
の
児
童

18
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
日
以
降
の
最
初
の
31
日
ま
で

▼
母
子
家
庭
、
父
子
家
庭
の
児
童

▼
父
母
の
い
な
い
児
童

▼
父
ま
た
は
母
が
１
～
２
級
程
度
の
身
体
障
害
者
手
帳
等
を
持

　

つ
家
庭
の
児
童

あ
り

【
父
、
母
、
扶
養
義
務
者
】

重
度
心
身
が
い
害
（
児
）
者

身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
ま
た
は
療
育
手
帳
Ａ
を
持
っ
て
い

る
方

被
用
者
保
険
本
人
の
み
あ
り

【
本
人
、
配
偶
者
、
扶
養
義
務
者
】

高
齢
身
体
障
が
い
者

65
歳
以
上
の
身
体
障
害
者
手
帳
４
～
６
級
を
持
っ
て
い
る
方

※
被
用
者
保
険
本
人
の
方
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

あ
り

【
本
人
、
配
偶
者
、
扶
養
義
務
者
】

※
乳
幼
児
お
よ
び
小
学
生
の
自
己
負
担
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
受
給
者
は
、
医
療
機
関
で
自
己
負
担
分
の
半
額
を
負
担
。
た
だ
し
、
上
限
は
千
円　

　

（
１
医
療
機
関
、
１
か
月
ご
と
、
入
院
・
外
来
別
）

②
０
歳
児
は
医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
は
な
し
。

③
市
民
税
所
得
割
非
課
税
世
帯
は
医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
は
な
し
。

【
更
新
日
程
】

月
日

地
区

場
所

時
間

７
月
23
日 

火

上
桧
木
内

桧
木
内

桧
木
内
出
張
所

９
時
～
17
時

西
明
寺

西
木
総
合
開
発
セ
ン
タ
ー

（
西
木
庁
舎
と
な
り
）

９
時
～
19
時

７
月
24
日 

水

神
代

神
代
出
張
所

９
時
～
19
時

７
月
25
日 
木

田
沢

生
保
内

田
沢
湖
総
合
開
発
セ
ン
タ
ー

（
田
沢
湖
庁
舎
と
な
り
）

９
時
～
19
時

７
月
26
日 

金

角
館

角
館
西
側
庁
舎

９
時
～
19
時

７
月
27
日 

土

市
内
全
地
区

角
館
西
側
庁
舎

９
時
～
17
時

国民健康保険高齢受給者証
の更新があります

　国民健康保険に加入している 70 歳

から 74 歳の方がお持ちの「国民健康

保険高齢受給者証」が更新になりま

す。新しい受給者証は 7 月下旬に自

宅へ郵送します。8 月 1 日から、医

療機関を受診の際は、新しい受給者

証を窓口へ提示してください。

　また、「限度額適用・標準負担額減

額認定証」も更新にな

ります。該当になる方

には申請書を併せて送

付しますので、8 月 1

日以降に各庁舎・各出

張所の国保担当窓口で

手続きをお願いします。

70 歳未満の方で
「国民健康保険限度額適用認

定証」または「国民健康保
険限度額適用・標準負担額
減額認定証」をお持ちの方
は更新が必要です

　70 歳未満で 8 月 1 日以降も入院の

予定がある方は、「国民健康保険限度

額適用認定証」または「国民健康保

険限度額適用・標準負担額減額認定

証」の申請をすることで、入院にか

かる医療費の減額認

定を受けることがで

きます。

　8 月 1 日以降に各庁

舎・各出張所の国保

担当窓口で手続きを

お願いします。

●問合せ／

　仙北市市民課　国保年金係

　 43-3307

※
お
住
ま
い
の
地
区
以
外
で
の
更
新
、
交
付

　

を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
通
知
が
届
き
ま
し

　

た
ら
７
月
19
日
（
金
）
ま
で
市
民
課
国
保

　

年
金
係
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
当
日
の
会
場
は
混
雑
す
る
時
間
帯
が
多
々

　

あ
り
ま
す
の
で
、
通
知
に
同
封
し
て
あ
り

　

ま
す
申
請
書
は
必
ず
記
入
を
し
て
、
お
持

　

ち
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
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７
月
は
国
民
健
康
保
険
税
の

納
税
月
で
す

国
保
に
加
入
し
て
い
る
方
の
世
帯
の
世
帯
主
宛
に
お
送
り
し
ま
す
。

（
世
帯
主
が
他
の
保
険
に
加
入
し
て
い
る
場
合
で
も
、
世
帯
主
宛
に
お
送
り
し
ま
す
）

国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
が
変
わ

り
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、『
医
療
保
険
分
』

と
『
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
』
と
『
介
護
保

険
分
（
40
～
64
歳
の
方
）』
を
合
わ
せ
た
額

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
今
年
度
は
税
率
改
正

に
よ
り
税
率
が
次
の
よ
う
に
変
わ
り
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
方
式
に
つ
い
て

は
、
低
所
得
者
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
資
産

割
を
段
階
的
に
縮
小
し
、
平
成
27
年
度
に
な

く
す
予
定
で
す
。

H24 税率 H25 税率

医
療
分

所得割率 7.30％ 7.60％

資産割率 25.00％ 16.70％

均等割額 24,800 円 21,000 円

平等割額 23,000 円 20,000 円

課税限度額 510,000 円 510,000 円

支
援
金
分

所得割率 3.20％ 3.40％

資産割率 12.00％ 8.00％

均等割額 10,600 円 9,000 円

平等割額 8,200 円 8,000 円

課税限度額 140,000 円 140,000 円

介
護
分
（
40
～
64
歳
の
方
）

所得割率 2.30％ 2.40％

資産割率 4.50％ 3.00％

均等割額 8,500 円 8,000 円

平等割額 5,000 円 4,000 円

課税限度額 120,000 円 120,000 円

国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収

（
年
金
天
引
き
）
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
税
を
年
金
天
引
き
で
納
め

て
い
た
だ
く
こ
と
を
「
特
別
徴
収
」
と
い
い

ま
す
。

　

な
お
、
年
金
保
険
者
の
方
は
地
方
税
法
に

よ
り
特
別
徴
収
に
よ
る
納
付
義
務
が
あ
り
ま

す
の
で
、
納
付
書
に
よ
る
納
税
を
自
分
で
選

択
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
特
別
徴
収
に
該
当
す
る
条
件

　

特
別
徴
収
と
な
る
の
は
、
次
の
条
件
全
て

に
当
て
は
ま
る
場
合
で
す
。

①
国
保
加
入
者
全
員
が
65
～
74
歳
の
世
帯

②
国
保
加
入
中
の
世
帯
主
が
今
年
度
に
75
歳

　

に
到
達
し
な
い
世
帯

③
世
帯
主
の
年
金
額
が
年
額
18
万
円
以
上
の

　

方
（
た
だ
し
、
年
金
は
担
保
に
供
し
て
い

　

な
い
も
の
に
限
り
ま
す
）

④
介
護
保
険
料
の
年
金
支
払
額
と
国
保
税
の

　

合
計
が
年
金
額
の
２
分
の
１
を
超
え
な
い

　

方

納
税
通
知
書
は
７
月
12
日
に

発
送
予
定
で
す
。

平
成
25
年
度

国
民
健
康
保
険
税
の
制
度
改
正

特
定
世
帯
等
に
係
る
国
民
健
康
保

険
税
の
軽
減
特
例
措
置
が
延
長
さ

れ
ま
す

①
保
険
税
軽
減
制
度
に
係
る
特
例

　

軽
減
を
受
け
て
い
る
世
帯
に
つ
い
て
、
従

前
と
同
様
の
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
国
保
か
ら
後
期
高
齢
医
療
へ
移
行

し
た
こ
と
に
よ
り
国
保
の
被
保
険
者
で
な
く

な
っ
た
方
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
）
を
含

め
て
軽
減
対
象
基
準
額
を
算
定
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
措
置
に
つ
い
て
、
期
限
を
区
切
ら

な
い
恒
久
措
置
と
し
ま
す
。

【納める時期と算定方法】
仮徴収 本徴収

4 月 6 月 8 月 10 月 12 月 2 月
◎前年所得が確定するまでは、仮算

　定された保険税額を納めます。

◎新規で特別徴収該当する場合

　前年度税額をもとに仮算定します。

　・1 回分＝前年度年税額× 1 ／ 6

◎継続して特別徴収該当する場合

　前年度 2 月の特別徴収額と同額が

　1 回分となります。

◎前年所得が確定した後は、本算定

　された保険税額を納めます。

◎新規で特別徴収該当する場合

　7 月・8 月・9 月は普通徴収となり、

　残りが特別徴収となります。

◎継続して特別徴収該当する場合

　年税額から仮徴収税額を差し引き、

　残りを 3 回に分けます。

【参考】総所得金額等が所定の金額に満たない場合の
軽減判定基準
国保加入者（※擬制世帯主含む）全員の

総所得金額等の合計

軽減の

割合

33 万円以下 7 割

33 万円＋被保険者の数（世帯主を除く）

× 24 万 5 千円
5 割

33 万円＋被保険者の数× 35 万 2 割

※軽減 ( 減額 ) されるのは「均等割」と「平等割」の部分です。

※国保に加入していない世帯主 ( 擬制世帯主 ) も、その所

　得は判定の対象となります。

※未申告の場合は軽減 ( 減額 ) を受けられません。

◎夫婦２人世帯
　・夫（世帯主）／ 75 歳以上　・妻／ 75 歳未満

【現行制度】
（35 万円×（世帯に属する被保険者数と特定同一世帯

所属者の合計数））＋ 33 万円

恒久化

②
世
帯
割
に
係
る
配
慮

　

二
人
世
帯
で
、
一
人
が
後
期
高
齢
者
医
療

へ
移
行
し
、
も
う
一
人
が
国
保
に
残
っ
た
世

帯
（
特
定
世
帯
）
と
な
る
方
の
世
帯
割
額
（
平

等
割
）
を
、
最
初
の
５
年
間
２
分
の
１
に
す

る
現
行
措
置
に
加
え
、
そ
の
後
３
年
間
４
分

の
１
減
額
し
ま
す
。

●問合せ／仙北市税務課　市民税係　 43-1117

●
特
別
徴
収
か
ら
普
通
徴
収
へ
の
変
更

　

次
の
場
合
、
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

か
ら
普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）

に
切
り
替
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
国
保
税
が
減
額
更
正
さ
れ
た
場
合

◎
世
帯
主
が
75
歳
に
到
達
（
後
期
高
齢
者
医

　

療
制
度
へ
移
行
）
す
る
年
度
と
な
る
場
合

※
国
保
税
が
増
額
更
正
さ
れ
た
場
合
、
特
別

　

徴
収
は
継
続
と
な
り
増
額
分
が
別
途
普
通

　

徴
収
と
な
り
ま
す
。

例

国保世帯割

【平成 20 年 3 月まで】

国保
均等割

妻

国保
均等割

夫

5 年間
国保世帯割 1/2 軽減

【現行制度】

国保
均等割

妻

後期高齢者
医療制度

夫

5 年経過後さらに 3 年間

国保世帯割 1/4
軽減

【激変緩和措置延長後（3 年間）】

国保
均等割

妻

後期高齢者
医療制度

夫
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後
期
高
齢
者
医
療

『
保
険
証
等
の
更
新
』と
『
保
険
料
』
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
証
が

新
し
く
な
り
ま
す

　

75
歳
以
上
の
方
（
一

定
の
障
が
い
の
あ
る
方
は

65
歳
以
上
）
が
今
ま
で
お

使
い
の
後
期
高
齢
者
医
療

の
保
険
証
が
新
し
く
な
り
、

７
月
下
旬
に
加
入
者
の
皆

様
に
送
付
さ
れ
ま
す
。
申

請
手
続
き
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

８
月
１
日
以
降
は
、
新
し
い
保
険
証
を
お

使
い
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
保
険
証
は
、
被
保

険
者
の
所
得
に
応
じ
て
、
自
己
負
担
割
合
が

１
割
ま
た
は
３
割
と
な
り
ま
す
の
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

※
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
は
８
月
１
日
か
ら

　

は
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
有
効
期
限
を

　

過
ぎ
ま
し
た
ら
最
寄
り
の
市
役
所
窓
口
に

　

返
却
し
て
い
た
だ
く
か
、
ご
自
分
で
裁
断

　

す
る
な
ど
し
て
破
棄
し
て
い
た
だ
く
よ
う

　

お
願
い
し
ま
す
。

今までの保険証

【有効期限】

平成 25 年 7 月 31 日まで

新しい保険証

【有効期限】

平成 25 年 8 月 1 日から

平成 26 年 7 月 31 日まで

現
在
、「
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
」
を
お
持
ち
の

方
へ

　

平
成
24
年
中
の
所
得
で
、
世
帯
員
全
員
が

住
民
税
非
課
税
と
な
る
世
帯
の
方
は
、
入
院

時
の
食
事
代
と
１
か
月
の
医
療
費
自
己
負
担

限
度
額
が
減
額
に
な
る
「
限
度
額
適
用･

標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
交
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
現
在
、
交
付
を
受
け
て

い
る
方
で
、
引
き
続
き
世
帯
員
全
員
が
住
民

税
非
課
税
と
な
る
世
帯
の
方
に
つ
い
て
は
、

８
月
１
日
か
ら
有
効
と
な
る
「
限
度
額
適
用

･

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
保
険
証
と

一
緒
に
送
付
し
ま
す
。
送
付
さ
れ
た
方
は
、

新
し
い
証
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
在
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方
ま

た
は
対
象
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
方
で
、
８

月
１
日
か
ら
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
の
対
象
と
な
る
方
に
は
、
申
請
書

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
交
付
を
受
け
た
い
方

は
最
寄
り
の
市
役
所
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
決
定

通
知
や
納
付
書
を
７
月
中
旬
に
送

付
し
ま
す

　

平
成
24
年
中
の
所
得
に
応
じ
て
確
定
し
た

平
成
25
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を

お
知
ら
せ
す
る
通
知
や
納
付
書
を
、
７
月
中

旬
に
加
入
者
の
皆
様
に
お
送
り
し
ま
す
。

　

保
険
料
の
徴
収
方
法
は
、
年
金
額
や
介
護

保
険
料
等
の
状
況
に
よ
り
、
特
別
徴
収
（
年

金
か
ら
の
天
引
き
）
と
普
通
徴
収
（
口
座
振

替
ま
た
は
納
付
書
に
よ
る
納
付
）
が
あ
り
ま

す
。

保
険
料
の
納
付
方
法
を
口
座
振
替

に
変
更
で
き
ま
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
は
、
原
則
と

し
て
年
金
か
ら
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
税
務
課
や
各
地
域
セ
ン

タ
ー
・
出
張
所
窓
口
で
納
付
方
法
変
更
の
手

続
き
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
特
別
徴
収

（
年
金
天
引
き
）
か
ら
普
通
徴
収
（
納
付
書

ま
た
は
口
座
振
替
）
に
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

※
随
時
手
続
き
は
可
能
で
す
が
、
時
期
に

　

よ
っ
て
は
直
ち
に
口
座
振
替
へ
の
切
り

　

替
え
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

あ
ら
か
じ
め
市
内
金
融
機
関
で
口
座
振

　

替
手
続
き
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

平
成
25
年
度
の
保
険
料
軽
減
措
置

に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
の

保
険
料
は
、
県
内
の

加
入
者
全
員
に
等
し

く
納
め
て
い
た
だ

く
「
均
等
割
額
」
と
、

加
入
者
本
人
の
（
基
礎

控
除
後
）
所
得
に
応
じ
て

納
め
て
い
た
だ
く
「
所
得
割
額
」

が
あ
り
ま
す
が
、
所
得
の
低
い
世
帯
の
方

は
、
世
帯
主
お
よ
び
被
保
険
者
の
所
得
に
応

じ
て
、
下
記
表
の
と
お
り
軽
減
さ
れ
ま
す
。

◎
均
等
割
額
／
３
万
９
７
１
０
円

◎
所
得
割
額
／
基
礎
控
除
後
の
被
保
険
者
本

　

人
の
総
所
得
金
額
×
８
・
０
７
％

【均等割額の軽減】

世帯主および被保険者の総所得金額が下記基

準を超えない世帯

均等割の

軽減割合
均等割額

基礎控除額（330,000 円） 8.5 割 5,956 円

被保険者全員の年金収入 80 万円以下

で、その他各所得がない
9 割 3,971 円

基礎控除額（330,000 円）+245,000 円×被保

険者の数（世帯主である被保険者を除く）
5 割 19,855 円

基礎控除額（330,000 円）+350,000 円×被保

険者の数
2 割 31,768 円

【所得割額の軽減】

被保険者本人の総所得金額等（基礎控除後）
所得割の

軽減割合

58 万円以下

（年金収入のみの場合は 153 万円から 211 万円以下）
5 割

【職場の健康保険等の被扶養者だった方の軽減】

該当する方の条件等
均等割の

軽減割合
均等割額

後期高齢者医療に加入する前日に、職場

の健康保険等の被扶養者であった方
9 割 3,971 円

〔注意〕 

※国民健康保険（国保）と国民健康保険組合（国保組合）に加入されて

いた方は、軽減措置の対象になりません。

ジェネリック医薬品（後発医薬品）に
関する差額通知について

　ジェネリック医薬品に切り替えること
により、自己負担額を 500 円以上削減で
きると見込まれる方に「ジェネリック医
薬品に関するお知らせ」をお送りします。

（7 月・1 月送付予定）
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）と
は、最初に作られた薬（新薬：先発医薬
品）の特許が切れてから同等の有効成分
を使って作られた安価な薬です。
　ジェネリック医薬品への切り替えにあ
たっては、主治医や薬剤師に十分にご相
談ください。

柔道整復、はり・きゅう、マッサージ
の医療費通知について

　保険証を使って柔道整復（整骨院等）、
はり・きゅう、マッサージなどの施術を
受けられた方に「医療費通知書」をお送
りします。（6 月・9 月・12 月・3 月の 4
回送付予定）施術の日数や医療費などが
記載されたもので、その内容についてお
尋ねする場合がありますので、領収書は
大切に保管してください。

後期高齢者医療制度に関する
お問い合わせ先

【制度運営全般、保険料の算定】
秋田県後期高齢者医療広域連合　業務課

018-853-7155
【各種申請・届出】

仙北市役所市民課　国保年金係
43-3307

【保険料の納め方】
仙北市役所税務課　市民税係

43-1117
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